
発達障害を持つ保護者の子育て (その2)

一育児 における社会性習得 のプロセスー

そもそも子育てとはいかなるものでしょうか?少し乱暴

に言つてしまうと、子育ては子どもに社会性を育むことだ

と言えるかもしれません。具体的に言えば、おむつをして

いた幼児が養育者からトイレットトレーニングを施され、一

人で用便ができるようになります。これはまさに大きな社

会性を身につけたことになります。もう少し年齢が大きく

なると、公園の砂場で遊んでいる時などに友だちとおも

ちゃの貸し借りができるようになったりします。これもま

た一つの重要な社会性の現れです。さらに、幼稚園や小

学校に行くと、そこでのルールがあり、欲求をうまくコント

□一ルさせながら環境に自分の行動を合わせていくよう

になります。年齢が大きくなるにつれ、ますます高度な社

会性を身につけていくわけです。要するに、子どもが成長

するということは、その子なりの年齢にふさわしい社会性

を身につけていくということで、赤ちゃんから子どもへ、

そして子どもから大人に成長していくプロセスは、その発

達段階に求められる社会性を習得することだとも言えます。

逆に養育者から言うと、子育てという行為は、子どもに社

会性を育ませる行為であり、子育て自体が社会化された

行為なのです。

一「非社会性タイプ」への理解一

ところが、発達障害のある親の場合は、障害特性ゆえに

自身の社会性が十分身に付いていなかつたり、うまく機能

させることができずに、子どもにうまく社会性を育められ

ないことがあります。そうなると、子育てそのものがどこ

か社会性の乏しいものになつてしまい、それが極端になる

と、虐待となつてしまうこともあります。そんな具体例を

紹介します (事例が特定されないように加工 )。

【娘が中学生になつても一緒に風呂に入る父親の事例】

父は自閉症スペクトラム障害 (※ )で 、思春期を迎えた

中学生の娘の胸をさわったり、なめたりする性的虐待をし

ます。また、父は、これまでから家族一緒に風呂に入る習

慣があつたという理由で、娘と一緒に風呂に入ろうとします。

父は「子どもから大人に移行する女性の変化について知

りたかつたから」と自分の行動を説明するのですが、どこ

かあつけらかんとしており、自分がしていることが不適切

であるとの認識が欠けているところもありました。

橋本 和明 (花園大学社会福祉学部教授)

【家庭内での親の役害」を取り違えている事例】

自閉症スペクトラム障害の父は、家庭内の治安維持の

ために正義の暴力が必要と身体的虐待を肯定し、エアガ

ンで家族を撃ったり、特殊警棒で殴るなどをします。父は

家族の心情を理解しにくく、家庭内の父親の役害」を警察

の治安維持と同一視しているところもありました。また、

特異な認識でルール作りをして、そのルールに固執する

傾向もありました。

上記の2つの事例に見るように、障害の特性ゆえに社会

性が欠落し、子どもに不適切な行為をしてしまうタイプの

虐待を、私は「ヲF社会性タイプ」と名付けました。このタイ

プの親 |よ 、自分のしている行為が他者から見ると不適切

だという認識に乏しかつたり、周囲にお構いなしに自分の

偏つた価値観だけで行動してしまいがちです。そのため、

常識が乏しい、場の雰囲気が読めないといつた印象を周

囲に与えます。なかでも、性的な逸脱となつて、子どもに

深亥」な被害を与えることもしばしばあるのですが、社会性

の乏しさから自分のしてしヽる行為がなぜ不適切なのかが

ピンときていない面もあります。そして、通常の虐待であ

れば、虐待行為を指摘されると、親は自分のした虐待の事

実を否認するのが―般的ですが、このような親の場合は

何の隠し立てもせずに事実を平然と認め、「それが何か不

都合でも?」 といつた感じであつけらかんとしていること

も多いのです。そのため、行動の改善にはなかなか結び

つきません。

そんな親を目の前にすると、「なんてひどい親だ」「無

責任極まりない」と思いがちですが、社会性が乏ししヽとい

う発達障害の特性ゆえにこうなつてしまうという理解をま

ずしていくことが重要です。そうでなければ、介入や支援

の方法が見いだしにくくなるからです。子育てにつまずしヽ

ておられたり、苦しんでおられる背景に、発達障害という

ものが隠れているかもしれないことをわれわれ |よ もつと

知る必要があります。まずそこが介入や支援の第一歩と

なるのです。

(※ )発達障害の一つで、社会性の獲得が難しかつたり、

コミュニケーシ∃ンが円滑に行かなかつたり、こだわりが

強いなどの特性がある。
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